
◎外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
（平成一四年五月七日法律第三四号）　　

一、提案理由（平成一四年四月九日・衆議院財務金融委員会）　

○塩川国務大臣　ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易法の一部を改正する

法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

　昨年九月の米国同時多発テロ事件の発生以降、国際社会においてテロ対策のさらなる

推進が喫緊の課題となり、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約及び国

際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号で、テロリスト等に対する遅滞なき資産凍

結等が求められている状況にかんがみ、外国為替取引等に係るテロリスト等に対する資

産凍結等の措置の効果的な実施を図るため、本法律案を提出した次第であります。

　以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

　第一に、資産凍結等の措置の実効性を確保するため、現行法の本人確認に係る努力規

定を義務化し、あわせてその対象に非居住者預金等の資本取引を加えることとしており

ます。

　第二に、資産凍結等の対象となるテロリスト等を適切に指定するため、関係省庁との

間の情報提供等の協力に係る規定の整備を行うこととしております。

　以上が、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容で

あります。

　何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一四年四月一一日）　　

○坂本剛二君　ただいま議題となりました両案につきまして、財務金融委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

……………（略）……………

　次に、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について申し上げます。

　本案は、さきに申し述べましたテロ対策のさらなる推進という国際社会における喫緊

の課題のもとで、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等により、テロ

リスト等に対する遅滞なき資産凍結等が求められている状況にかんがみ、外国為替取引

等に係る資産凍結等の措置の効果的な実施を図るため、所要の措置を講じようとするも

のであり、以下、その概要を申し上げます。

　第一に、現行法の為替取引における本人確認に係る努力規定を義務化するとともに、

その対象に非居住者預金等の資本取引を加えることにしております。

　第二に、関係省庁との間の情報提供等の協力に係る規定の整備を行うことにしており

ます。

　両案は、去る四月二日当委員会に付託され、同月九日柳澤国務大臣及び塩川財務大臣

からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。

次いで、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも多数をもって原案のとおり可決



すべきものと決しました。

　以上、御報告申し上げます。

三、参議院財政金融委員長報告（平成一四年四月二四日）　　

○山下八洲夫君　ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、外国為替取引において、テロリストに対する資産凍結等の効果的な実施

を図るため、金融機関等に対し、顧客等の本人確認を義務付ける等の規定の整備を行お

うとするものであります。

　委員会におきましては、マネーロンダリング対策に必要な捜査機関との協力、連携、

テロ行為の定義と拡大解釈の懸念等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録

に譲ります。

　質疑を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。

　以上、御報告申し上げます。


